
目

次

規

則

○
青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条

例
に
規
定
す
る
実
技
試
験
に
係
る
技
能
検
定
試
験
受
験
手
数
料
の
額

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
一

告

示

○
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
自
然
保
護
課
）
…
一

○
臨
時
の
職
業
訓
練
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
五

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
五

公

告

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
五

収
用
委
員
会

○
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
五

○
収
用
及
び
使
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

規

則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
実
技
試
験
に

係
る
技
能
検
定
試
験
受
験
手
数
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
実
技
試

験
に
係
る
技
能
検
定
試
験
受
験
手
数
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
実
技
試
験
に

係
る
技
能
検
定
試
験
受
験
手
数
料
の
額
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
百
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
中
「
放
電
加
工
」
を
「
非
接
触
除
去
加
工
」
に
改
め
、
「
電
気
機
器
組
立
て
」
の
下

に
「
、
シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
」
を
加
え
、
「
、
陶
磁
器
製
造
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
の
有
効
期
間
を

更
新
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

更
新
年
月
日

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
報
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第
五
百
九
十
一
号

令
和
五
年三

月
二
十
七
日

（
月
曜
日
）



二

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称
及
び
住
所

一
般
社
団
法
人
青
森
県
猟
友
会

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

２

代
表
者
の
氏
名

豊
田

重
男

青
森
県
告
示
第
二
百
九
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号
）
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
度
に
開
始
す
る
臨
時
の
職
業
訓

練
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

臨
時
の
職

業
訓
練
を

実
施
す
る

能
力
開
発

校
の
名
称

職
業
訓
練

の
種
類
・

訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓
練
期
間

定
数

授
業
料

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

普
通
職
業

訓
練
・
短

期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

介
護
実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
四
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
二
回

（
育
児
等
短
時
間
）

四
月

二
〇
人

×
二
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

一
五
人

×
一
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

一
五
人

×
一
回

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
三
回

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
・
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ

ス
業
務
科

四
月

一
五
人

×
二
回

医
療
・
調
剤
事
務
科

五
月

二
〇
人

×
一
回

宅
地
建
物
取
引
士
養
成

科

五
月

一
五
人

×
一
回

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー
養
成
科

五
月

一
五
人

×
一
回

Ｗ
ｅ
ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

販
売
士
養
成
実
践
科

四
月

一
五
人

×
一
回

Ｉ
Ｔ
活
用
実
務
科

二
月

一
五
人

×
一
回

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

介
護
実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
三
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
三
回

（
育
児
等
短
時
間
）

四
月

二
〇
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

一
五
人

×
二
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
一
回

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
・
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ

ス
業
務
科

四
月

二
〇
人

×
一
回
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医
療
・
調
剤
事
務
科

五
月

二
〇
人

×
二
回

（
育
児
等
短
時
間
）

六
月

一
五
人

×
一
回

宅
地
建
物
取
引
士
養
成

科

六
月

二
〇
人

×
一
回

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー
養
成
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

Ｉ
Ｔ
活
用
実
務
科

二
月

一
五
人

×
一
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

介
護
実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
三
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
一
回

一
五
人

×
二
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

一
五
人

×
三
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
二
回

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

一
五
人

×
二
回

医
療
事
務
（
医
科
・
歯

科
）
科

三
月

一
五
人

×
一
回

電
気
工
事
士
養
成
科

四
月

一
五
人

×
一
回

建
設
車
両
科

三
月

一
五
人

×
二
回

青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
一
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
二
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

（
昭
和
三

十
五
年
法

律
第
百
二

十
三
号
）

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で

あ
っ
て
、

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

知
識
技
能
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

八
人
×

一
回

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

五
回

特
別
支
援
学
校
早
期
訓

練
コ
ー
ス

一
月

一
人
×

二
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

知
識
技
能
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

八
人
×

一
回

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

六
回

青
森
県
立

障
害
者
職

業
訓
練
校

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

六
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

（
昭
和
三

十
五
年
法

律
第
百
二

十
三
号
）

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で

あ
っ
て
、

在
職
し
て

い
る
者

在
職
者
訓
練
コ
ー
ス

四
〇
時
間

五
人
×

一
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

職
業
に
必

要
な
技
能

及
び
こ
れ

に
関
す
る

知
識
を
習

得
し
よ
う

と
し
て
い

る
者
で

あ
っ
て
、

在
職
し
て

い
る
者

電
気
工
事
科

二
四
時
間

二
五
人

×
二
回

二
千
二

百
円

電
気
工
事
科

一
二
時
間

二
〇
人

×
二
回

千
円

電
気
工
事
科

二
四

時
間

二
〇
人

×
二
回

二
千
二

百
円

土
木
施
工
科

一
八
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
六
百

円
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青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

電
気
工
事
科

一
八
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

木
造
建
築
科

一
二
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
円

電
気
工
事
科

一
八
時
間

一
五
人

×
二
回

千
六
百

円

造
園
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
円

自
動
車
整
備
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

木
造
建
築
科

一
五
時
間

十
五
人

×
一
回

千
三
百

円

電
気
工
事
科

一
八
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

木
造
建
築
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

配
管
科

一
八
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

電
気
工
事
科

二
四
時
間

三
〇
人

×
二
回

二
千
二

百
円

溶
接
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

電
気
工
事
科

一
八
時
間

十
五
人

×
三
回

千
六
百

円

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
円

配
管
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
三
百

円

青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

電
気
工
事
科

一
四
時
間

一
五
人

×
一
回

千
二
百

円

溶
接
科

二
一
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
九
百

円

溶
接
科

一
四
時
間

一
五
人

×
一
回

千
二
百

円

電
気
工
事
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

木
造
建
築
科

一
四
時
間

三
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

土
木
施
工
科

一
四
時
間

三
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

土
木
施
工
科

一
二
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
円

配
管
科

一
二
時
間

三
〇
人

×
一
回

千
円

電
気
工
事
科

一
四
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

普
通
職
業

訓
練
・
普

通
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

保
育
士
養
成
科

二
年

五
人
×

三
回

情
報
処
理
技
能
者
養
成

科

二
年

一
〇
人

×
一
回

栄
養
士
養
成
科

二
年

八
人
×

一
回

美
容
師
養
成
科

二
年

三
人
×

一
回

ト
ー
タ
ル
ビ
ュ
ー
テ
ィ

シ
ャ
ン
養
成
科

二
年

三
人
×

一
回

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

保
育
士
養
成
科

二
年

七
人
×

一
回

栄
養
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

理
容
師
養
成
科

二
年

一
人
×

一
回

美
容
師
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

（ ）4青 森 県 報 第591号令和５年３月27日 月曜日



調
理
師
養
成
科

一
年

五
人
×

一
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

保
育
士
養
成
科

二
年

七
人
×

一
回

理
容
師
養
成
科

二
年

一
人
×

一
回

美
容
師
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

青
森
県
告
示
第
二
百
十
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

八
戸
市
大
字

町
字
中
道
二
〇
の
一
三

株
式
会
社

深
川
商
会

八
戸
市
大
字

町
字
石
仏
沢
一
九

株
式
会
社

清
和
漁
業

八
戸
市
南
浜
区
域

八
戸
市
南
浜
漁

業
協
同
組
合
の

地
区

内
水
面
以
外
の
水

面
に
お
い
て
網
漁

具
を
水
深
二
十
七

メ
ー
ト
ル
以
上
の

水
中
に
定
置
し
て

主
と
し
て
さ
け
を

と
る
漁
業

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ケ
森
字
赤
根
沢
一
五

川
口

順
一

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ケ
森
字
砂
村
元
二
七
の

二

川
口

通
彦

竜
飛
今
別
第
一
区

域
竜
飛
今
別
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
今

別
町
大
字
奥
平

部
、
大
字
砂
ケ

森
、
大
字
袰
月

及
び
大
字
大
泊

底
建
網
漁
業
及
び

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業

の
区
域

青
森
県
告
示
第
二
百
十
一
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

「

を
削
る
。

」

公

告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

青
森
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
国
土
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
の
一
部

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用
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桔

野
支
店

弘
前
市
大
字
桔

野
五
丁
目



の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

県
道
八
戸
環
状
線
改
築
工
事
（
青
森
県
八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
北
熊
ノ
沢
地
内
か
ら
同
市
大
字

尻
内
町
字
前
谷
地
地
内
ま
で
）
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
市
道
及
び
農
業
用
道
路
付
替
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
亡
）
田
端

キ
ヨ

相
続
人

不
明

最
後
の
住
所

青
森
県
八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
田
端
山
十
三
番
地
七

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
三
日

別
表
１土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と

し
、
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
（
㎡
）

公
簿

現
況

公
簿

実
測

青
森
県
八
戸
市

大
字
尻
内
町
字

田
端
山

17番
山
林

山
林

2111

2122.10

66.63

収
用
及
び
使
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

及
び
使
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

県
道
八
戸
環
状
線
改
築
工
事
（
青
森
県
八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
北
熊
ノ
沢
地
内
か
ら
同
市
大
字

尻
内
町
字
前
谷
地
地
内
ま
で
）
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
市
道
及
び
農
業
用
道
路
付
替
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
三
日

別
表
１
⑴
収
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と

し
、
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
（
㎡
）

公
簿

現
況

公
簿

現
況

青
森
県
八
戸
市

大
字
尻
内
町
字

田
端
山

18番
44

原
野

公
衆
用

道
路

625

624.60

392.78

18番
49

原
野

畑

397

396.62

377.35

⑵
使
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と

し
、
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
（
㎡
）

公
簿

現
況

公
簿

現
況
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青
森
県
八
戸
市

大
字
尻
内
町
字

田
端
山

18番
44

原
野

公
衆
用

道
路

625

624.60

2.99

18番
49

原
野

畑

397

396.62

8.65

別
表
２土
地
の
所
在

地
番

氏
名

住
所

青
森
県
八
戸
市

大
字
尻
内
町
字

田
端
山

18番
44

持
分
10分
の
1

沢
上
信
幸

青
森
県
三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来

字
石
無
坂
4番
地
362

長
井
様
方

持
分
10分
の
4

木
村
サ
ワ
イ

青
森
県
八
戸
市
大
字
河
原
木
字
高

館
16番
地

持
分
2分
の
1

佐
藤
実

青
森
県
八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
田

端
7番
地
1

18番
49
沢
上
信
幸

青
森
県
三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来

字
石
無
坂
4番
地
362

長
井
様
方
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


